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場　　所 日　　時

広島県
ナースセンター

月～金曜日（祝日等除く）
９時～ 16 時

ハローワーク
広島東

・平成23年９月20日（火）
・平成23年11月22日（火）
　各13時30分～15時30分

看護職の資格をお持ちの皆さんへ
看護職員復職支援研修のご案内
【内容】�看護職の再就業への不安を軽減するために、

病院での実践研修を行っています。
【対象】再就業を希望する看護職有資格者
【申込期間】平成24年１月中旬まで（随時）
【研修場所】県内の研修協力病院
【研修コース】
　　　〈看護コース〉５日間、10日間、15日間の
　　　　　　　　　  各コース
　　　〈助産コース〉20 ～ 30日間コース
【主な研修内容】
　　　看護記録、医療安全、医療機器の取り扱い、
　　　看護技術等（※助産コースは助産技術を含む）
【研修費】無料

看護職の求職・求人�無料相談のご案内
【内容】�キャリアのある看護職が、無料で就業に関する相

談に応じます。

問い合わせ：
　　　広島県ナースセンター　☎082-293-9786
　　　（広島県看護協会会館１階
　　　  広島市中区広瀬北町9−2）
実施主体：広島県（事業委託：㈳広島県看護協会）

♥　海田町保健センター　　☎８２３-４４１８
♥　こ こ ろ の 電 話　　☎８９２-９０９０ （平日9時～12時、13時～16時30分）
♥　広島いのちの電話　　☎２２１-４３４３ （24時間年中無休）

悩んだ時は
相談機関に

ご連絡ください

悩んだ時は
相談機関に
ご連絡ください

　日本では毎年３万人以上、世界では毎年100万人以上の人が自らいのちを絶っており、自殺は世界中
で深刻な社会問題となっています。そこで世界保健機関（WHO）は毎年９月10日を「世界自殺予防
デー」と定め、日本では９月10日からの１週間を「自殺予防週間」として、予防活動に取り組んでい
ます。

　自殺は個人の自由な意思や選択の結果と思われがちですが、実際にはさまざまな要因が複雑に関係し
て、心理的に追い込まれた末の死といえます。自殺は個人の問題ではなく、社会の問題です。家族や同
僚など身近な人は、自殺のサインに気づいていることも
多く、この気づきを自殺予防につなげていくことがこれ
からの課題です。
　

＜気づき＞　家族や仲間の変化に気づいて声をかける
＜傾　聴＞　本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
＜つなぎ＞　早めに専門家に相談するよう促す
＜見守り＞　温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

●原因不明の身体不調が続いている
●最近眠れない　朝方に目が覚める
●食欲が無く、体重が落ちてきた
●感情が不安定になる。いらいらする。
落ち込む

●これまで楽しめていたものが楽しめな
くなる

●酒量が増える

第６回　９月10日～16日は自殺予防週間です

こころの♡ほっとタイム

“自殺は防ぐことができる”

いまからできる　自殺予防のための行動　

“自殺は防ぐことができる”

いまからできる　自殺予防のための行動　

　心の病気や自殺のサイン◆◆

「保険証を更新します」

住民課　☎8 2 3 - 9 2 0 6
　　　　58 2 3 - 9 6 2 7

【 広島南年金事務所　☎2 5 3 - 7 7 1 0 】

　10月1日から新しい保険証にかわります。

保険証の送付方法：9月中下旬に、一世帯ごとにまとめて世帯主あてに郵送します。
　※郵便物は、世帯主が国民健康保険未加入者でも世帯主あてになっています。
有効期限：平成24年9月30日
　※後期高齢者医療制度への移行や、退職医療制度該当から一般証への移行に伴い
　　有効期限が短い場合もあります。

こんなとき 本人の変更後の種別 届出先

・配偶者である第2号被保険者が会社を退職したとき
・配偶者である第2号被保険者の扶養から外れたとき
・配偶者である第2号被保険者と離婚したとき
・配偶者である第2号被保険者が65歳になったとき

第３号➡第１号 役場

・�本人（第3号被保険者）が就職して厚生年金や共済組
合に加入したとき 第３号➡第２号 本人の勤務先

・�配偶者である第2号被保険者の加入する被用者年金制
度が変わったとき（例えば厚生年金から共済組合）

第３号➡第３号（種別は変わり
ませんが、届け出は必要です。） 配偶者の勤務先

・本人の住所が変わったとき 　――――――― 配偶者の勤務先

　第２号被保険者（厚生年金保険や共済組合に加入している方）に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、
第３号被保険者として国民年金に加入することになります。加入手続きは、第２号被保険者の勤務先を経由し
て行うことになります。
　なお、国民年金保険料は、第２号被保険者の加入している年金制度が負担しますので、ご自分で納める必要
はありません。
※ 「本人が第３号被保険者に該当したとき」の届け出以外に、下表のとおり変更があったときにも届け出が必

要です。

国民年金  第３号被保険者の届け出について

新しい
保険証の色は

緑色緑色緑色
です

が開催されます

【会　　　場】
　そごう呉店（呉市西中央１―１―１）
　
【問い合わせ】
　広島県健康福祉局障害者支援課
　電話：513―3157（ダイヤルイン）

　障がいのある方の社会参加を促進し、障がいのある方に対する理解を深めるため、
　　　  広島県障害者ふれあいランドが開催されます。

広島県障害者ふれあいランド広島県障害者ふれあいランド広島県障害者ふれあいランド

【内　　　容】
　　障がいのある方が製作した手工芸品や、
　文化・芸術作品の展示・即売など
　
【と　　　き】
　８月 31日（水）～９月５日（月）


